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規 則 

 

 江東区男女共同参画推進センター条例施行規則

の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年７月２０日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区規則第５７号 

   江東区男女共同参画推進センター条例施行

規則の一部を改正する規則 

 江東区男女共同参画推進センター条例施行規則

（平成３年３月江東区規則第４号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第１中２１の項を削り、２２の項を２１の

項とし、２３の項から３０の項までを 1 項ずつ繰

り上げ、３１の項を削り、３２の項を３０の項と

し、３３の項から３６の項までを２項ずつ繰り上

げる。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第２２６号 

特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第

５８条の１１第１号の規定により下記のとおり告

示する。 

令和５年７月６日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 
施設名 設置者 所在地 確認年月日 施 設

等 の

種 類 

ひ ま わ

り 保 育

園 

ＮＰＯ

法人Ｋ

ＯＴＯ

ともそ

だちネ

ット 

江東区

南砂７

‐１０

‐９ 

１階 

令和５年５

月１日 

一 時

預 か

り 事

業 

                    

◎江東区告示第２２８号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

令和５年７月７日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０６９７６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

合同会社コネクトハーツ ケアプランセンタ

ー栞 

東京都江東区大島１‐３４‐１４‐５０２ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

合同会社コネクトハーツ 

千葉県佐倉市中志津７‐２‐１１ 

代表社員 青木 和人 

４ 指定年月日 

令和５年７月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２２９号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居
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宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和５年７月１０日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０３３８７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

芳香苑居宅介護支援事業所 

東京都江東区東雲２‐２‐９ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

社会福祉法人 桜栄会 

東京都立川市上砂町５‐７６‐４ 

理事長 加藤 美代子 

４ 廃止年月日 

令和５年６月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２３０号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和５年７月１０日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０５９７８ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ケアプランセンター故郷の家・東京 

東京都江東区塩浜１‐４‐４８ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

社会福祉法人こころの家族 

大阪府堺市南区檜尾３３６０‐１２ 

理事長 田内 基 

４ 廃止年月日 

令和５年６月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２３２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４４条

の３第１項及び第２項の規定に基づき除去及び保

管した違法放置等物件について、同法第４４条の

３第３項及び道路法施行令（昭和２７年政令第４

７９号）第１９条の６第１項の規定により、下記

のとおり告示する。 

令和５年７月１１日 

江東区長  木 村 弥 生 

記 
違法放

置等物

件の詳

細 

種別・

数量 

自動二輪車・１台 

名称 ＨＯＮＤＡ ＦＯＲＺＡ 

ナンバ

ー 

２足立け １３‐４５ 

色 紫 

放置されていた場

所 

江東区新木場三丁目４番１

１号地先車道 

除去した日時 令和５年７月１１日 午前 

１０時００分 

保管を始めた日時 令和５年７月１１日 午前 

１０時３０分 

保管した場所 江東区資材置場 

返還時に必要なも

の 

身分を確認できるもの（証

明書）及び印鑑 

当該物件の所有者等である

ことを証する書面 

                    

◎江東区告示第２３５号 

国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６

条の４第１項の規定に基づき、下記のとおり令和

５年度地籍調査事業を実施するので、同法第７条

の規定により告示する。 

令和５年７月１２日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 事業計画が定められた年月日 

  令和５年４月１日（５都市政土第１５８号）

２ 調査を実施する者の名称 

  江東区 

３ 調査地域 

  枝川二丁目の地内 

４ 調査期間 

令和５年７月１１日から令和６年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第２３６号 

特定商業施設新設届出書の縦覧について 

江東区特定商業施設の立地に伴う生活環境保全

に関する指導要綱（平成１２年６月２９日江地商

発第６６号）第６条の規定に基づき、下記のとお

り特定商業施設新設届出書を縦覧に供する。 

令和５年７月１８日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

特定商業施設新設届出書の 令和年７月６日 
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届出年月日  

特定商業施設新設届出書の

縦覧場所 

東京都江東区東陽

四丁目１１番２８

号 

江東区地域振興部

経済課（庁舎４

階） 

特定商業施設新設届出書の

縦覧期間 

令和５年７月１９

日から 

令和５年９月１９

日まで 

特 定

商 業

施 設

の 概

要 

特定商業施設の名

称及び所在地 

豊洲フォレシア 

江東区豊洲三丁

目２番２４号 

設置者の氏名又は

名称（法人にあっ

ては代表者の氏

名） 

株式会社ＩＨＩ 

代表取締役社長 

井手 博 

豊洲三丁目開発特

定目的会社 

取締役  菊池 

省吾 

三菱ＵＦＪ信託銀

行株式会社 

支配人  岡本 

泰典 

変 更

す る

事 項 

変更前 変更後 

設置者の氏名又は

名称 

株式会社ＩＨＩ 

代表取締役社

長 井手 博 

豊洲三丁目開発

特定目的会社 

取締役 菊池 

省吾 

設置者の氏名又は

名称 

株式会社ＩＨＩ 

代表取締役社

長 井手 博 

豊洲三丁目開発

特定目的会社  

取締役 菊池 

省吾 

三菱ＵＦＪ信託

銀行株式会社  

支配人 岡本 

泰典 

変 更

年 月

日 

令和５年２月２７日 

変 更

し た

理 由 

設置者に変更があるため 

                    

◎江東区告示第２３７号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和５年７月１９日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 介護保険事業所番号 

１３９２３００６４４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ライブラリ葛西 

東京都江戸川区中葛西６‐１７‐９ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社リビングプラットフォームケア 

北海道札幌市中央区南二条西二十丁目２９

１番地 

代表取締役 金子 洋文 

４ 廃止年月日 

令和３年９月３日 

５ サービスの種類 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

                    

◎江東区告示第２３８号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和５年７月１９日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 介護保険事業所番号 

１３７０１０１２１２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

リハビリデイサービス神田 

東京都千代田区神田東松下町４６‐３ 千

代田三義ビル１階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社グッドライフケア東京 

東京都中央区新川１‐２３‐５ 

代表取締役 珍田 純子 

４ 廃止年月日 

令和４年９月２１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第２４０号 

江東区地域振興部文化観光課が発行する有償の

冊子等の頒布代金の収納については、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第

１項の規定に基づき、下記のとおり私人に委託し

たので、同条第２項の規定に基づき告示する。 

令和５年７月２１日 

江東区長  木 村 弥 生    
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記 

１ 委託の相手方 東京都千代田区大手町二丁目

２番１号 新大手町ビル１階 

株式会社ＪＴＢ 東京中央

支店 

支店長 名取 克 

２ 委 託 期 間 令和５年７月２１日から令和

５年１２月２０日まで 

３ 委託の内容 江東区地域振興部文化観光課

が発行する有償の冊子等の頒

布代金の収納事務 

                    

◎江東区告示第２４１号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年７月２１日 

江東区長  木 村 弥 生    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２４２号 

環境基本法による環境基準を適用する地域及び

その類型による区分について（令和２年６月江東

区告示第１７９号）の全部を次のように改正する。 

令和５年７月２６日 

江東区長  木 村 弥 生    

 環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条

第２項の規定に基づく環境基準に係る水域及び地

域の指定の事務に関する政令（平成５年政令第３

７１号）第２条の規定により、区長が指定する騒

音に係る環境基準の類型を当てはめる地域及びそ

の地域の類型による区分は、次のように定める。 

 なお、関係図面は、江東区環境清掃部環境保全

課において一般の縦覧に供する。 

記 

１ 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域 

 江東区の区域。ただし、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第８条第１項の規定による工

業専用地域、豊洲六丁目３番から６番まで、東雲

二丁目８番から１２番まで、１４番、１５番、有

明三丁目１番から３番まで、５番の一部、７番の

一部、８番の一部、９番の一部、１０番の一部、

有明四丁目、辰巳三丁目、夢の島一丁目、夢の島

二丁目、夢の島三丁目１番、２番、３番の一部、

新木場一丁目、新木場二丁目、新木場三丁目、若

洲三丁目１番の一部、２番の一部、青海一丁目、

青海二丁目、青海三丁目、青海四丁目、海の森一

丁目、海の森二丁目、海の森三丁目の区域並びに

これらに接する地先及び水面を除く。 

２ 平成１０年環境庁告示第６４号に基づく地域

の類型による区分 
地 域

の 類

型  

 

該当地域  

Ａ 都 市 計 画 法 第 ９ 条 第 １ 項 か ら 第 ４

項 ま で に 定 め ら れ た 第 一 種 低 層 住

居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用

地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地

域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 及

び 第 ８ 項 に 定 め ら れ た 田 園 住 居 地

域 並 び に こ れ ら に 接 す る 地 先 及 び

水面  

Ｂ 都 市 計 画 法 第 ９ 条 第 ５ 項 か ら 第 ７

項 ま で に 定 め ら れ た 第 一 種 住 居 地

域 、 第 二 種 住 居 地 域 、 準 住 居 地 域

及 び 都 市 計 画 法 第 ８ 条 第 １ 項 第 １

号 の 規 定 に よ り 用 途 地 域 の 定 め ら

れ て い な い 地 域 並 び に こ れ ら に 接

する地先及び水面  

Ｃ 都 市 計 画 法 第 ９ 条 第 ８ 項 か ら 第 １

１ 項 ま で に 定 め ら れ た 近 隣 商 業 地

域 、 商 業 地 域 、 準 工 業 地 域 及 び 工

業 地 域 並 び に こ れ ら に 接 す る 地 先

及び水面  

                    

◎江東区告示第２４３号 

振動規制法による地域の指定について（令和２

年６月江東区告示第１７８号）の全部を次のよう

に改正する。 

令和５年７月２６日 

江東区長  木 村 弥 生    

 振動規制法（昭和５１年法律第６４号）第３条

第１項の規定に基づき江東区長が振動を防止する

ことにより住民の生活環境を保全する必要がある

と認める地域を次のように指定する。 

なお、関係図面は、江東区環境清掃部環境保全

課において一般の縦覧に供する。 

記 

 江東区の区域。ただし、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第８条第１項の規定による工

業専用地域、豊洲六丁目３番から６番まで、東雲

二丁目８番から１２番まで、１４番、１５番、有

明三丁目１番から３番まで、５番の一部、７番の
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一部、８番の一部、９番の一部、１０番の一部、

有明四丁目、辰巳三丁目、夢の島一丁目、夢の島

二丁目、夢の島三丁目１番、２番、３番の一部、

新木場一丁目、新木場二丁目、新木場三丁目、若

洲三丁目１番の一部、若洲三丁目２番の一部、青

海一丁目、青海二丁目、青海三丁目、青海四丁目、

海の森一丁目、海の森二丁目、海の森三丁目の区

域並びにこれらに接する地先及び水面を除く。 

                    

◎江東区告示第２４４号 

騒音規制法による地域の指定について（令和２

年６月江東区告示第１７７号）の全部を次のよう

に改正する。 

令和５年７月２６日 

江東区長  木 村 弥 生    

 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第３条

第１項の規定に基づき江東区長が特定工場等にお

いて発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生

する騒音について規制する地域として次のように

指定する。 

 なお、関係図面は、江東区環境清掃部環境保全

課において一般の縦覧に供する。 

記 

 江東区の区域。ただし、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第８条第１項の規定による工

業専用地域、豊洲六丁目３番から６番まで、東雲

二丁目８番から１２番まで、１４番、１５番、有

明三丁目１番から３番まで、５番の一部、７番の

一部、８番の一部、９番の一部、１０番の一部、

有明四丁目、辰巳三丁目、夢の島一丁目、夢の島

二丁目、夢の島三丁目１番、２番、３番の一部、

新木場一丁目、新木場二丁目、新木場三丁目、若

洲三丁目１番の一部、若洲三丁目２番の一部、青

海一丁目、青海二丁目、青海三丁目、青海四丁目、

海の森一丁目、海の森二丁目、海の森三丁目の区

域並びにこれらに接する地先及び水面を除く。 

                    

◎江東区告示第２４９号 

都市公園法第５条の２（昭和３１年４月２０日

法律第７９号）の規定に基づき、公募設置等指針

を定めたので、これを公示する。 

令和５年７月３１日 

江東区長  木 村 弥 生    

１ 公募設置等指針の交付期間 

  令和５年７月３１日（月曜日）～令和５年１

０月２７日（金曜日） 

２ 公募設置等指針の交付場所 

  江東区ホームページ 

３ 公募設置等指針の交付方法 

  江東区ホームページからダウンロード 

４ 公募設置等計画の提出期限 

  令和６年１月１２日（金曜日） 

５ 公募設置等計画の提出場所 

  江東区土木部河川公園課計画調整係（防災セ

ンター６階 窓口６‐２） 
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◎江東区告示第２５０号 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２

４条の２８第１項の規定に基づき事業所を指定し

たので、下記のとおり公示する。 

令和５年８月１日 

江東区長  木 村 弥 生    

          記 

１ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

  合同会社ＷＳＷオフィス 

東京都江東区東陽二丁目４番３９号 新東

陽ビル４Ｆ‐２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  就労プランニングセンターＷｏｒｋｓ 

   東京都江東区東陽二丁目４番３９号 新東

陽ビル４Ｆ‐２ 

３ 指定年月日 

令和５年８月１日 

４ 事業の種類 

障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

  特定なし 

                    

◎江東区告示第２５２号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和５年８月３日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０６０００ 

２ 事業所の名称及び所在地 

グッドワン南部営業所 

東京都江東区辰巳１‐２‐９‐１０３ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

グッドワン株式会社 

東京都江東区住吉１‐１４‐１１ 

代表取締役 中山 茂 

４ 廃止年月日 

令和５年７月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２５３号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年８月３日 

江東区長  木 村 弥 生    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２５５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年規則第１３号）第４２条の３

第２項の規定に基づき告示する。 

令和５年８月４日 

江東区長  木 村 弥 生    

          記 

１ 指定納付受託者の名称、所在地及び代表者の

氏名 

  名称 株式会社トラストバンク 

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目２４番１２ 

    号 

代表者 代表取締役 川村 憲一 

２ 指定年月日 

  令和５年８月４日 

３ 指定の内容 

株式会社トラストバンクが提供する電子申請

システム「ＬｏＧｏフォーム」を通じて、江東

区に支払われる収納金の指定納付受託者 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１３号 

 下記により、令和５年第７回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和５年７月２８日 

 江東区教育委員会           

教育長  本 多 健一朗    

記 

１ 日時 令和５年７月３１日（月） 

午前１０時 

２ 場所 教科書センター（江東区教育センター

内） 

３ 報告事項 

(1) 江東区学校施設長寿命化計画の改訂につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第２８号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

９２条第１項の規定により、令和５年４月２３日

執行の江東区議会議員選挙における候補者の選挙

運動費用に関する収支報告書（第１回分）の要旨

を、別紙のとおり公表する。 

令和５年８月４日 

         江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２９号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

９２条第１項の規定により、令和５年４月２３日

執行の江東区長選挙における候補者の選挙運動費

用に関する収支報告書（第１回分）の要旨を、別

紙のとおり公表する。 

令和５年８月４日 

         江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の３２第２項の規定により、包括外部監査人

の監査の事務を補助する者について下記のとおり

告示する。 

令和５年７月３１日 

江東区監査委員 松 土 英 男    

同       藏 田 朝 彦    

同       にしがき 誠    

同       鬼 頭 たつや    

記 

１ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者の

氏名及び住所 

髙野 健二 東京都江東区豊洲五丁目６番２

９‐１５２１号 

黒田 浩之 東京都江東区北砂四丁目３１番

１８号 

金子 良太 東京都江東区亀戸三丁目４６番

１５‐１００１号 

生越 慎平 東京都江東区有明一丁目４番２

０‐８１７号 

小泉 妙美 東京都江東区東砂七丁目５番２

２‐９０４号 

嶋守 浩之 東京都江東区有明一丁目３番１

‐１０１１号 

幡田 宏樹 東京都江東区東雲一丁目９番５

０‐２９０９号 

２ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者が

当該事務を補助できる期間 

令和５年８月１日から令和６年３月３１日ま 

 で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


